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別紙２  

 

研究課題名①：カキ中のノロウイルス低減対策に関する研究 

経費限度額：8,000 千円（令和２年度） 

研究実施期間：令和２年度～令和４年度 

 

背景、研究の必要性（国際情勢、緊急性等） 

ノロウイルス（NoV）による食中毒は大規模になりやすく、国内では食中毒の病因物質の

中で患者数が 多となっています。NoV は、感染したヒトの腸内の細胞でのみ増え、感染

者の糞便や嘔吐物を介して、手指や食器等を汚染し、食品を汚染、あるいは下水とともに

海に流れ、二枚貝に蓄積します。これらの食品や二枚貝を生又は加熱不十分な状態で喫食

することで NoV 食中毒が起こります。 

特にカキは生食が多い食材であり、NoV に汚染されたものが食中毒の原因となります。

カキ中の NoV 汚染を低減することは、食中毒の発生及びその後のヒト間の感染を防ぐ上で

重要な対策となります。 

カキの NoV 食中毒対策は、①NoV に汚染されていない清浄な海域で養殖すること、②養

殖段階で汚染されてしまう場合には、収穫後に浄化等の NoV 汚染低減処理をすること、③

それでも汚染が低減されない場合には、加熱としてして生食を避けることがあげられます。

しかし、現状、これらの対策の効果は大腸菌等の細菌を指標として評価されていることか

ら、NoV の管理が十分に実施できているのかどうか検証する必要があります。 

消費者の健康保護のため、農林水産省は、国内の生産海域の NoV 清浄性に関する調査を

2019 年から開始したところです。これまでの予備調査の結果によれば、カキ中の NoV 汚染

状況は、欧州よりも高い水準にあると推定され、汚染を低減するための処理を確実に実施

することが も重要な課題となります。 

国内の産地で主として実施されている汚染低減処理は、養殖後のカキを一定時間、殺菌

した海水などの中で蓄養する浄化処理です。しかしながら、浄化処理による NoV の低減効

果は、従来、NoV 以外のウイルスを用いて評価することが一般的であり、また検査の精度

管理の問題があり、これまでのところ十分に評価されていません。 

定量的な評価を行うためには、予め妥当性確認された検査法を用い、NoV 自体を用いて

評価することが必要です。また、生産地域、生産者毎に異なる多様な浄化処理の条件（使

用する海水の処理、温度、時間など）について、どのような条件であれば、NoV 対策に有

効かつ実行可能性があるか明らかにする必要があります。 

 

 

研究内容  

１．カキ中の NoV 汚染低減技術の効果を検証するために必要な実験用カキ試料の作成方法

の開発及び手順書の作成 

（具体的な内容） 

少なくとも次の文献を参考にして、NoV を定量的に含むカキ試料を確実かつ安定的に

作成する方法を開発します。この時、高濃度、中濃度、低濃度の汚染カキを作成するた

めに必要なウイルス添加量等に関する検討も実施してください。検討する方法は、再現

性が高く、できるだけ安価かつ簡便なものが望ましいです。また、開発した方法は、都

道府県の水産関係の研究所での活用が見込まれることを考慮した方法としてください。

このため、手順書の作成にあたっては、作業者が適切に NoV 汚染カキを作成できるよう
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工夫（例えば、各工程の横に☑を作成する等）してください。なお、手順書には作成等

の工程でノロウイルスを含む廃液の処理方法も提示してください。 

 

Ueki et al., Persistence of caliciviruses in artificially contaminated oysters 
during depuration. Appl Environ Microbiol. 2007;73(17):5698-701. 

 

Imamura et al., Effect of High-Pressure Processing on Human Noroviruses in 
Laboratory-Contaminated Oysters by Bio-Accumulation. Foodborne Pathog Dis. 

2017;14(9):518-523. 

 

 

２．浄化処理条件の違いによるカキ中の NoV 汚染低減技術の効果の検証 

（具体的内容） 

・NoV の低減に効果的と考えられる浄化処理の条件（水温、pH、浄化時間、UV 処理、オ

ゾン処理、流量等）について、実験的に効果検証を行います。このとき、大腸菌や腸

炎ビブリオ等に対する低減効果も検証します。これらの効果検証にあたっては、生産

現場の規模や設備も考慮した設計にすることとします。 

・検証の対象とする手法は、生産現場すでに実績がある手法等に配慮し、応用しやすい

ものを優先します。 

・検証の結果、NoV、大腸菌等の低減に効果的な手法を、生産現場の規模、設備、処理条

件別に分類し具体的に提案します。 

 

 

研究成果の行政施策・措置への活用 

・研究成果から、カキ中の NoV の低減対策を検証するために必要な実験試料の作成方法を

手順書としてカキ生産道府県に提供し、対策の検証ができる体制を整備します。 

・研究成果から、カキ中の NoV、大腸菌等の低減に効果的な手法を、カキ生産道府県の関

係者に提示し、有効な衛生対策の実施を指導するために活用します。 

 

＜留意事項＞  

・NoV 実験用カキ試料の作成には、指定の文献情報に記載のある方法に基づくものと、そ

れ以外の複数の方法を検討することも可とします。 

・浄化処理の条件検討には、感染性を定量的に評価できる方法（例：感染性推定遺伝子検

査法）を用いて実験的に効果検証を行います。遺伝子検査により検証する場合には、工

程管理、精度管理も実施し、科学的に信頼できるデータを得ます。 

・研究の方針や詳細については、採択後に行政部局と十分に相談した上で決定することと

します。また、研究の進捗状況や得られた成果を行政部局に随時報告するとともに、研

究の進め方について随時相談することとします。 

 

本研究課題内容に関する問い合わせ先  

担当者：消費・安全局 食品安全政策課 

      微生物管理班 今村、柴田 

 代表：03-3502-8111（内線４４５７） 
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研究課題名②：野菜の生産環境における微生物の消長を考慮した水や堆肥の管理対策の確

立 

経 費 限 度 額：10,000 千円（令和２年度） 

研究実施期間：令和２年度～令和３年度 

 

背景、研究の必要性（国際情勢、緊急性等） 
 
海外では生産段階で有害微生物により汚染された生食用野菜が原因と考えられる大きな

食中毒が発生しています。国内でこのような食中毒が発生することを防ぐために、コーデ

ックス委員会の規範も参考に、「栽培から出荷までの野菜の衛生管理指針」（平成 23 年６

月農林水産省）を策定し、普及してきました。 

策定から８年が経過し、調査研究等を通じて、衛生管理に関する知見が蓄積してきたこ

とから、これらの知見を基に、特に重要である水や堆肥の管理について、現場で取り組む

べきことを具体化する改訂を検討し、令和元年６月に指針の改訂試行版を取りまとめまし

た。試行版では、海外で報告されている環境中での微生物（有害微生物及び糞便汚染の指

標菌である大腸菌）の消長に関する研究成果等を参考に、①水の管理については、飲用に

適さない水を収穫前の野菜に使用する場合、野菜の収穫まで一週間以上空けるよう努める

こと、②堆肥の管理については、発酵が十分でない可能性がある堆肥を施用した場合、野

菜の収穫まで２か月（土壌に近い野菜では４か月）以上空けるよう努めることを、それぞ

れ記載しています。しかしながら、このような微生物の消長は、環境条件（温度、湿度、

光量、作物種、土壌の性質等）により変化することが報告されています。 

したがって、国内の野菜の生産実態を反映した微生物の消長を解明し、生産現場で有効

な、かん水や堆肥の施用の管理対策を確立することが必要です。 

 

研究内容  
 
１ かん水後の野菜の微生物リスクを低減するための水の管理対策の確立 

（具体的内容） 

国内の野菜の生産環境を考慮した気温及び作物種等の条件を設定して、水道水以外の

水（雨水、井戸水、用水等、灌漑・散水用に農業生産に通常利用されうる未消毒水）の使

用を想定し、微生物を含む水を実験的にかん水した際の、野菜に付着した微生物の消長を

解明し、有害微生物の低減に効果的、かつ、生産現場における実行可能性を考慮した、か

ん水方法等の管理対策を確立します。 

 

２ 堆肥の施用による微生物リスクを低減するための堆肥の管理対策の確立 

（具体的内容） 

国内の野菜の生産環境を考慮した気温及び土壌の種類等の条件を設定して、未完熟な

堆肥の使用を想定し、微生物を含む堆肥の施用により土壌中に含まれる微生物の消長を

解明し、有害微生物の低減に効果的、かつ、生産現場における実行可能性を考慮した、

堆肥の施用方法等の管理対策を確立します。 

 

研究成果の行政施策・措置への活用 
 
本研究成果を基に、野菜の衛生管理指針における水や堆肥の適切な管理条件を明らかに

し、これらの条件を指針に反映するための指針改訂を行います。 
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＜留意事項＞  
 
・研究内容１では気温、作物種等について、研究内容２では気温、土壌の種類等について、

それぞれ複数の条件を設定し、比較検討することとします。また、試験実施の際は、試

験条件（気温、湿度及び光量等）を測定・記録することとします。 

・研究内容１では、試験期間中にも野菜が生長することから、植物体当たりの微生物数及

び重量当たりの微生物数を測定・記録することとします。 

・対象とする微生物種については、有害微生物及び指標菌間の消長の関係性を考察するた

め、大腸菌及び有害微生物（腸管出血性大腸菌等）の合計２種類以上とします。 

・研究の方針や詳細については、採択後に行政部局と十分に相談した上で決定することと

します。また、研究の進捗状況や得られた成果等を行政部局に随時報告するとともに、

研究の進め方について随時相談することとします。 

 

本研究課題内容に関する問い合わせ先  
 
担当者：消費・安全局 農産安全管理課 

      安全企画班 三木、志野 

 代表：03-3502-8111（内線４５２１） 
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研究課題名③：いのしし用国産ＣＳＦ経口ワクチンの開発 

経 費 限 度 額：25,000 千円（令和２年度） 

研究実施期間：令和２年度～令和４年度 

 

背景、研究の必要性（国際情勢、緊急性等） 
 

国内で発生しているＣＳＦへの防疫対策として、ＣＳＦ感染野生いのししを介したＣ

ＳＦウイルスの拡散防止対策を講じるため、野生いのししに対し輸入経口ワクチンを散

布しています。 

ＥＵの事例を踏まえれば、野生いのしし対策が長期化することが予想され、経口ワク

チンの継続使用とその散布地域の拡大が見込まれることから、安定的に国内に製品を供

給する必要があります。 

また、防疫の観点からも、海外からの輸入に依存せず、我が国の実態により即した経

口ワクチンを国内で開発し、需要の増大に対しても安定的に供給できるように体制を構

築することが重要です。 

 

研究内容  
 
１．ワクチン株の開発 

（具体的内容） 

経口ワクチンとしての使用に適したワクチン製造用ウイルス株の作出及び経口ワクチ

ンとして投与する際のウイルス量を検討します。ウイルス株の作出には、現在国内で使

用されているワクチンの製造用株の活用を優先とするが、追加的に株化細胞で効率的に

増殖可能な製造用株、遺伝子組換え技術を利用した製造用株等を検討することは可とし

ます。 

 

２．国内での使用に適したベイト剤等の開発 

（具体的内容） 

国内のいのししが効率的に経口ワクチンを摂取するよう嗜好性に優れたベイト剤及び

ワクチン封入用のカプセル等を検討します。 

具体的には、保存性、大きさ、形、材料等の異なるベイト剤を試作します。それらの

中から、加工適性にすぐれ、野外環境条件での耐性が高く、国内のいのししの嗜好性が

高く咀嚼回数が多い等、経口ワクチン素材として適するベイト剤を選抜します。ワクチ

ン封入用のカプセル等は、できるだけ環境への影響が低く、摂取時に内容ワクチン液が

容易に放出される材料を検討します。 

 

３．試作経口ワクチンの効果確認 

（具体的内容） 

１及び２で得られた研究成果を活用し経口ワクチンを試作します。試作した経口ワク

チンを豚又はいのしし（いのししを使用することが望ましい。）に摂食させた後で、国

内発生株で攻撃し、有効性（発症防御能等）を明らかにします。 

 

研究成果の行政施策・措置への活用 
 
開発された経口ワクチンを我が国におけるＣＳＦの防疫対策に活用します。 
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＜留意事項＞  
 
・ 研究に当たっては、その進捗状況や得られた成果等を畜水産安全管理課に逐次報告し、

同課と協力して研究を進めること。 

・ 研究に当たり、ＣＳＦウイルスを所持する必要があるため、家畜伝染病予防法第 46 条

の５の規定に基づく許可が必要であること。 

 

 

本研究課題内容に関する問い合わせ先  
 
担当者：消費・安全局 畜水産安全管理課 

薬事審査管理班 小佐々、今木 
 代 表：03-3502-8111（内線 4532） 
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研究課題名④：臭化メチルの代替の消毒方法の確立及び安全性の確保 

経 費 限 度 額：8,000 千円（令和２年度） 

研究実施期間：令和２年度～令和３年度 

 

背景、研究の必要性（国際情勢、緊急性等） 
 
海外から輸入された植物から植物防疫法第５条の２第１項で規定する検疫有害動植物が

確認された場合は、その植物について消毒又は廃棄を実施しています。 

消毒に使用する薬剤等は、輸入植物検疫規程別表第３「消毒方法の基準」で定められて

おり、様々な害虫や植物に対して使用が認められている臭化メチル等のくん蒸剤が多く用

いられています。 

植物防疫所では、輸入された植物に対する消毒措置として臭化メチルくん蒸等を命じて

いますが、臭化メチルはモントリオール議定書でオゾン層破壊物質に指定されており、締

約国は代替技術への切り替え等による使用量の削減が求められています。 

また、臭化メチルは、農薬取締法に基づき登録された農薬であるため、人体や環境への

影響に関する 新の科学的データを整備し、農薬としての安全性を確保していくことが求

められています。 

このため、臭化メチルの使用量の削減に向け、輸入後、直ちに加工処理が行われる雑穀、

豆類等を対象に、継続使用が可能と考えられる薬剤を用いない消毒方法について、消毒効

果（有効性）、消毒対象物への影響等を評価し、臭化メチルの代替候補となる消毒方法を

開発する必要があります。 

また、現行の臭化メチルを用いた消毒措置の継続が必要な品目を対象に、科学的データ

に基づく人体等への安全を担保しつつ、検疫上の安全性を確保した新たな消毒基準を策定

する必要があります。 

 

研究内容  
 
１．新たな消毒方法の評価・選定に係る研究 

（具体的内容） 

流通過程で行われる加工処理（加熱、加圧、粉砕等）のような、薬剤を用いない物理

的な処理について、消毒効果、消毒対象物への影響等を評価・比較検討して、臭化メチ

ルくん蒸の代替の消毒方法を選定します。 

 

２．臭化メチルの安全性の向上に係る研究 

（具体的内容） 

臭化メチルについて、人体等への安全を担保し、かつ、検疫上の安全性が確保された

新たな消毒基準を策定するため、無機臭素のデータを臭化メチルで読み替える手法、安

全に係る評価物質の経時的な減衰傾向を推計する計算手法を確立します。 

 

研究成果の行政施策・措置への活用 
 
１．新たな消毒方法の評価・選定に係る研究 

本研究で開発される物理的な処理による消毒方法を輸入植物検疫規程別表第３「消毒

方法の基準」に反映し、植物防疫所における輸入植物の消毒方法に位置づけます。 

２．臭化メチルの安全性の向上に係る研究 

臭化メチルを用いた消毒措置について、人体等への安全、検疫上の安全性が確保され
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た新たな消毒方法を策定し、同基準に位置づけます。 

 

＜留意事項＞  
 
・ 研究の方針や詳細については、採択後に植物防疫課と十分に相談した上で決定するこ

ととします。また、研究の進捗状況や得られた成果を植物防疫課に随時報告するととも

に、研究の進め方について随時相談することとします。 

・ 研究内容の１の「新たな消毒方法の評価・選定に係る研究」は、穀類害虫に対して、

臭化メチルと同程度の消毒効果があり、かつ、植物の価値や品質を損なわない方法とす

る必要があります。また、消毒方法は、安価であり、継続的に使用可能なものとする必

要があります。 

・ 研究内容の詳細については、植物防疫所と随時相談しながら研究を進めてください。 

・ 研究内容の１又は２のどちらか１課題のみでの提案も可とします。ただし、研究内容

の１のみの場合は 2,000 千円、２のみの場合は、6,000 千円を経費限度額とします。 

 

本研究課題内容に関する問い合わせ先  
 
担当者：消費・安全局 植物防疫課 

      輸入検疫班 皿海、中川 

 代表：03-3502-8111（内線 4570） 
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研究課題名⑤：Tomato brown rugose fruit virus の多検体診断技術及び防除技術の開発 

経 費 限 度 額：6,500 千円（令和２年度） 

研究実施期間：令和２年度～令和４年度 

 

背景、研究の必要性（国際情勢、緊急性等） 
 
Tomato brown rugose fruit virus (以下「ToBRFV」という。)は、日本を含む多くの国

でナス科植物の生産に被害をもたらしている Tobacco mosaic virus (以下「TMV」という。)

や Tomato mosaic virus (以下「ToMV」という。)と同じ Tobamovirus に含まれる新種のウ

イルスです。ToBRFV は、2014 年にイスラエルで発見された以降、米国や中国等新規発生報

告が相次いでいること、果実が奇形となるなどの経済的被害が報告がされていること、ToMV

等の抵抗性品種に対する打破能を有することが報告されていることなどから、世界的に未

発生地域・国への侵入が警戒されています。 

ToBRFV に関しては、リアルタイム PCR 法等の核酸増幅に基づく検出技術が開発されてい

るものの、輸入検査や国内の生産地で発生した場合に対応しうる簡易で特異的な検定方法

の開発、そして、伝染経路の推定や検出手法の改善に資するため、塩基配列情報の収集と

蓄積が必要です。 

また、ToBRFV は通常の管理作業で容易に分散し、乾燥状態でも病原性が維持され、防除

が困難であることが懸念されていることから、保存性を調査するとともに消毒薬剤の効果

確認が必要です。 

このため本研究課題では、ToBRFVの我が国への侵入防止及び国内発生時の迅速かつ的確

な防除の実施の観点から、多検体の検出が可能であり、簡易で特異的な血清学的検出方法

の開発、塩基配列情報の収集蓄積及び効果的な防除方法を確立する必要があります。 

 

研究内容  
 
１．検出技術及びデータベースの開発 

（具体的内容） 

・ ToBRFVの発生国から感染植物を入手してこれを接種源とします。 

・ トマト、トウガラシ及びナスの複数種の生産品種やその他なす科等植物に、ToBRFV

とToMVをそれぞれ接種して病徴を観察、記録します。 

・ 人工感染植物からToBRFV汚染種子を作成し、種子伝染の実態を調査するとともに、

研究の試料とします。 

・ 汚染種子及び感染植物からの多検体の検出が可能であり、簡易で特異的な血清学的

検出方法を開発するとともに、塩基配列情報を収集しデータベース化します。 

・ 人工感染植物を栽培していた土壌を試料とし、残存ウイルスの定量と感染率を調査

します。 

 

２．効果的な防除方法の開発 

（具体的内容） 

 ・ ToBRFVの乾燥への保存性を解明するとともに、ToBRFVの汚染した農機具等での各種

消毒薬剤を用いた防除効果の確認を行います。 

 ・ ToMV弱毒ウイルスを用いて、ToBRFVへの防除効果を確認します。 
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研究成果の行政施策・措置への活用 
 
・ 植物防疫所や行政機関等で利用可能な検出・診断方法と防除方法を開発することによ

り、我が国へのToBRFVの侵入防止のための輸入検疫措置への適用及び万が一侵入した

場合の発生調査やまん延防止を図る対策マニュアルの作成に資します。 

 

＜留意事項＞  
 
 ToBRFVは我が国で侵入を警戒する重要病原菌であるとともに、オオマルハナバチによ

る分散の可能性が示唆されており、慎重な取り扱いが必要なことから、ToBRFVを用い

た接種試験は閉鎖系温室内で行うこととします。 

 ToBRFV及びその宿主植物は、植物防疫法において輸入禁止とされていることから、本

事業実施者は農林水産大臣から許可を受けて輸入することができる者（その要件を有

する者）であることとします。 

 研究内容の詳細については、採択後に植物防疫課と十分相談することとし、その後も、

研究の進捗状況や得られた成果等をもとに同課と随時連携して研究を進めることとし

ます。 

 

本研究課題内容に関する問い合わせ先  
 
担当者：消費・安全局 植物防疫課 

      企画班 石川、井ノ口 

 代表：03-3502-8111（内線 4567） 
 


